
 

 

 

  

 

令和８年度がスタートして、早１ヵ月が過ぎました。新しい学年でのお子さんの様子はいかがでしょうか？ 

元気よく笑顔で登校できる子、まだまだ不安いっぱいな子、いろいろな気持ちを抱きながら新しい生活に慣

れていこうとしていることと思います。 

 本校では、子ども達が安心して過ごせる学校づくりのために、特別支援教育の校内体制を整え、学校全体

で子ども達の成長をサポートしていけるよう、今年度も全職員一丸となって取り組んでまいります。 

 お子さんの学校生活の様子で気になることや、ご家庭で困っていることなどがあれば、担任もしくは特別支

援コーディネーターへご相談ください。学校と家庭が連携し、よりよい支援を考え、繋いでいければと思います。

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

校内支援委員会（毎月１回）、スクリーニング会議（年２回） 

毎月定例会を開き、各学年の児童の様子について話し合い、学習や生活、行動、気持ちの面で支援が必

要な児童に対して、どのようなサポートができるかを検討しています。年二回行う「スクリーニング会議」でも

同様に、児童一人一人の状況を把握し、必要な支援について話し合います。これらの会議には全職員で取り

組み、市教育委員会や子育て支援課など様々な立場の職員が参加し、児童に合った学び方や環境づくり、そ

して先生方との連携についても話し合いを行っています。 

 （令和８年度）①教育相談員②スクールカウンセラー（２人）③スクールソーシャルワーカー 

３つの相談は、週に１回程度（午前・午後）の来校となりますが、子ども達のみならず保護者の相談にも専

門的な立場からお話を伺い、一緒に考えていきます。「学校に行きたがらない」「気持ちが不安定」「学習に

ついて困っている」「体や行動の変化」等、気になることがあれば相談してください。希望される場合は、申込

用紙を配布しますので、ご利用下さい。なお、相談内容につきましては、秘密を厳守いたしますので、お気軽に

ご相談下さい。 

【問い合わせ先：担任または教育相談担当（嘉手刈）まで】 

校内自立支援室 （自立支援員１名 ） 

校内自立支援室では、不登校児童や教室に入れない児童に対し、登校支援や学習支援などを行い、自立

に向けた支援を行います。安心して学べる環境の中で、一人ひとりの成長を大切にしながら支援を進めてま

いります。利用の詳細につきましては、学校までご連絡下さい。                                                               

【問い合わせ先：担任または教育相談担当（嘉手刈）まで】                       

 

☆裏面に続きます 

令和８年４月２０日（月） 

発行：南城市立玉城小学校 

TEL：０９８－９４８－７２５１ 

担当：特別支援教育コーディネーター 

（諸見謝） 

特別支援教育だより 

～玉城小学校の特別支援教育の取り組みについて～ 



 

特別支援教育支援員 （特別教育支援員 ） 

子ども達が安全に、学校生活を送れるよう学習や生活面で支援を行っています。授業に参加する際のサ

ポートや身の回りの整理整頓を手伝ったり、気持ちの切り替えが難しい時の支援を行ったりします。また特別

な配慮が必要な子ども達への支援も行っています。現在、学校には３名の支援員が配置されています。  

                             【問い合わせ先：担任または特別支援コーディネーター（諸見謝）まで】               

通級指導教室 （通級指導担当教諭 ） 

通級教室は、通常の学級に在籍しながら、子ども達が苦手としていることをサポートする教室です。通う曜

日や時間は児童によって決まっています。学習に集中できるように心を落ち着かせたり、話したり聞いたリす

る力を伸ばし、友達との人間関係をうまく築くことで、よりよい学校生活を送れるよう支援します。 

                             【問い合わせ先：担任または特別支援コーディネーター（諸見謝）まで】       

 

専門的な指導を行うための場 

（知的）（情緒）（言語）（病弱）学級 

特別支援学級は、児童の発達や特性に 

合わせた専門的な学びを支援する教室です。 

集団での学びと個別の学びを組み合わせながら、 

児童一人ひとりの発達段階や特性をしっかりと把握し、 

その子に合った学習内容や方法を工夫して日々の授業を進めています。 

子ども達一人一ひとりが、社会で自立し、社会に参加しながら豊かな生活を営むことができるように支援を

行っていきます。                   【問い合わせ先：担任または特別支援コーディネーター（諸見謝まで】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第 2 号では、就学支援の手続きのお知ら

せについてです。（５月上旬配布予定） 

参考文献：鴨下賢一（2020）「発達が気になる子の学校生活における合理的配慮」（中央法規出版） 

お家でできる「帰宅後やること」サポート ！ 

翌日の持ち物を用意するのを忘れる…遊んでいるうちにやるべきことを忘れる…お願いしていたことをやら

ずに違うことから始めてしまう等、そんなお子さんの困りごとはありませんか？ここでは子ども達が自分で「次は

何をするんだっけ？」と確認できるヒントを紹介したいと思います！ 

 

①帰宅後の動きを書き出しておく。         ②チェックシートを作る。       ③付箋を貼る。 

（短く具体的に書くことをおすすめします！）                            （ノートや教科書のやるべきところの

ページに付箋を貼って目印に！） 

 

 

通常の学級に在籍しながら必要に応じて支援を受ける場 

学校から帰ったらやること 

①カバンの中身を全部出す。 

②もらってきたプリントを食卓に出

す。 

③明日必要なものを確認して用意！ 


